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「労務費の適切な転嫁のための価格交渉に関する指針」の周知について（周知依頼） 

 

 

 平素より、当協会の活動に格別のご理解とご支援を賜り、厚く御礼申し上げます。 

 警察庁交通局交通企画課長及び国土交通省物流・自動車局旅客課より、別紙のと

おり、「労務費の適切な転嫁のための価格交渉に関する指針」の周知について協力

依頼がありました。 

本指針は、労務費、原材料価格、エネルギーコスト等のコストのうち、労務費の

転嫁に係る価格交渉について、「発注者」及び「受注者」それぞれが採るべき行動

／求められる行動を１２の行動指針として、内閣官房及び公正取引委員会の連名で

取りまとめられたものです。 

 つきましては、御多用のところ誠に恐縮ですが、貴協会傘下事業者へ周知いただ

きますようよろしくお願いいたします。 
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